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１－１－２．価格転嫁の状況の都道府県別ランキング【受注企業の所在地ごとに集計】
2025年9月

フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）



１－２．政府（中部経済産業局）の取組

①下請代金法の執行 (親事業者への立入検査等により違反行為を是正) ※令和８年1月1日に改正法施行
②フリーランス法の執行（フリーランスの取引環境、就業環境の整備。令和６年11月施行。)

１. 下請（フリーランス）取引の適正化

２. 下請取引に関する実態把握

①下請Gメン（中部局24名／全国330名体制）が、中小企業から取引実態をヒアリング
 ⇒ヒアリング結果は当局における他の取組にも反映。

①共同宣言や協定を締結している自治体と連携したシンポジウムの開催。
②自動車業界と連携した取引適正化の推進を実施。

３. 自主的な取引適正化の促進

• 中小企業の賃上げや投資の原資を確保するためには、旧態依然とした取引慣行を改め、価格転嫁をはじめ取引適正化の実現が
不可欠。

• 自動車産業をはじめとする重層構造の産業が集積する中部地域においては、サプライチェーンの隅々まで価格転嫁を浸透させ
利益を共有することで、中小企業の経営基盤の強化に繋げるべく、価格協議や型取引における取引適正化の取組を強力に推進。

①価格交渉促進月間（毎年9月、3月が推進月間。中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境づくり。）
②労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和5年11月公取委公表）の周知・徹底。

４. 価格交渉・価格転嫁の促進

①公正取引委員会と連携し、管内各県において説明会を開催。
②外部機関主催会議での講師対応のほか、金融機関・部工会と連携した自動車業界向けの説明会を開催。

５. 改正法の普及啓発
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１－３－１．取引調査員によるヒアリングについて

• 平成29年(2017年)から取引調査員を中小企業庁と各地方経済産業局に配置(330名体制)

• 全国の中小企業に対して、発注側企業との間の取引実態についてヒアリングを実施（年間約1万件）

• 平成29年1月から令和6年11月までの約８年間におけるヒアリング件数の累計は、63,035件

業種別 業種 件数 割合 業種 件数 割合 業種 件数 割合

自動車・自動車部品 207 2.1%金属 1423 14.6%不動産管理 40 0.4%

素形材 276 2.8%化学 656 6.7%製薬 71 0.7%

機械製造 425 4.4%運送関係 476 4.9%医療機器・介護福祉機器 47 0.5%

輸送用機械 75 0.8%建設・住宅 940 9.6%旅行 41 0.4%

繊維関係 387 4.0%警備 73 0.7%自動車整備 125 1.3%

電機・情報通信機器 457 4.7%放送コンテンツ・アニメ 166 1.7%技術サービス（土木建築） 310 3.2%

情報サービス・ソフトウェア 625 6.4%印刷 252 2.6%サービス 535 5.5%

流通 429 4.4%広告 144 1.5%その他製造 507 5.2%

建材・住宅設備 203 2.1%電力・通信等 40 0.4%その他非製造 254 2.6%

紙・紙加工 197 2.0%食品・飲食関係 368 3.8%全体 9749 100.0%

資本金 件数 割合

1億円超 129 1%

5千万円超～1億円以下 1,251 13%

1千万円超～5千万円以下 3,692 38%

1千万円以下 4,677 48%

資本金別 地域別 地域 件数 割合 地域 件数 割合 地域 件数 割合

北海道 329 3% 中部 1,056 11% 四国 324 3%

東北 743 8% 近畿 1,537 16% 九州 764 8%

関東 4,194 43% 中国 553 6% 沖縄 249 3% 6



• 中小企業政策審議会取引問題小委員会（令和7年1月開催）において、ヒアリングの特徴的な事例を、テーマ別・業種別に集計分析した資料を提出。

１－３－２．ヒアリングで把握した事例

価格交渉

◼ ●年以上継続している部品でも転注を恐れて価格見直しの申し入れをしてこなかった。30年以上前に決まっていた工賃で仕事を請け負ってきている。【発注：自動車部品、受注：金属製品製造・加工】

◼ 自社（下請事業者）は、取引先の労務費上昇分を、更なる（取引先）上位企業に転嫁できていないことを認識しているため、自社の労務費上昇分の価格転嫁は言い出しにくい。【発注：金属製品製造・加工、
受注：金属製品製造・加工】

支払条件

◼ 集金（手形受取）と同時に割引し現金化している。サイト120日を長いと感じているが、転注を懸念し短縮化を申し入れたことはない。2024年11月の支払サイトに係る下請法運用基準の改正による取引先の
対応に期待。【発注：流通、受注：道路貨物運送】

◼ 納品から支払いまで60日を超える事がある。また、振込手数料は自社（下請事業者）負担であるが、その取り決めの文書はない。長年の商慣習であり、こちらから取引先負担に変更を要請するつもりはない。【発
注：その他製造業、受注：金属製品製造・加工】

◼ 取引先へ●月に納品を行ったが、取引先からの支払いは２ヶ月遅れの●月になり、納品日から60日を超えた。取引先の説明では、エンドユーザー（取引最上位企業）から取引先への支払いがあるまでは支払え
ないとのことであった。【発注：工作機械、受注：金属製品製造・加工】

◼ 手形による支払いでサイトは120日である。手形サイトが長いのは、取引先が上位取引先に納品した機器の代金が入金にならないと自社（下請事業者）に支払えないからと聞いている。【発注：工作機械、受
注：金属製品製造・加工】

型取引

◼ 「木型があれば継続的な仕事がもらえる」との過去からの業界慣習があることから、取引先は自社（下請事業者）保管が当たり前との潜在意識がある、今後の継続的な取引への影響も懸念して自社から強く保
管料の支払いを求められない。【発注：工作機械、受注：金属製品製造・加工】

◼ 業界の慣わしとして、年に1個でも注文が出されれば保管することが求められているが、保管料の支払いはない。自社（下請事業者）も保管費用を請求していない。請求する概念がないからである。【発注：自動
車部品、受注：素形材】

知財関連

◼ 取引先の工場監査の際には特に制限は設けていない。自社独自のノウハウはあるが、見てすぐに真似できるものではないので、オープンにしている。【発注：金属製品製造・加工、受注：金属製品製造・加工】

◼ 取引先の顧客が外注先だけでしか製造できないことを不安視されると困るので取引先でも内製化を始めた。自社には熟練技術者の経験があり、取引先では簡単には同品質の製品は作れないと考え、加工条件
等を提供していたが、いつのまにか取引先が大量生産可能な体制を整え、自社への発注が大幅に減少した。【発注：化学、受注：化学】

資料URL
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販売先から説
明はあったが納
得していない

１－３－３．取引適正化の状況（価格交渉：協議の状況）

⚫ 受注者側の協議状況は、主な取引先との関係で「協議ができた」企業は約6割、「協議の必要が無かった」企業が約3割、「協議をしたかったが
できなかった」企業は約1割となっている

⚫ 協議ができた企業については、その内容について「販売先からの説明に納得している」のは約7割。他方で、協議ができなかった企業については
「販売者側の説明に納得していない・説明がない」とする企業が約7割となっている

受注者側 価格協議 受注者側 発注者側からの状況説明

n=14647

72%

11%

11%
6%

説明がない

その他

販売先から
説明があり
納得している

13%

23%

50%

14%

n=2193

説明がない

その他
販売先から説明が
あり納得している

販売先から説
明はあったが納
得していない

14%

47%

1%

29%

3%
6%

協議を行う必
要がなかった

n=26528

販売先から申出
があったが協議を
行わなかった

自社から申出を行ったが協議に
応じてくれなかった 販売先から申出があり

協議を行った

自社から申し出を行い
協議に応じてくれた

協議を申し入れることができなかった
■販売先から申
出があり協議を
行った

■自社から申し
出を行い協議に
応じてくれた

■自社から申し
出を行ったが協
議に応じてくれな
かった

■協議を申し入
れることができな
かった

資料：取引問題小委員会（第21回）「資料3 下請Ｇメンによるヒアリング等調査結果の御報告」
２．自主行動計画FU調査・取引条件改善状況調査の結果
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⚫ 新規品は取引先から要望に合わせ自社で企画を行った商品を取引先に提案し、価格転嫁は１００％可能である。発注時の原材
料価格で提案を行い、価格変動がある場合は価格転嫁できる。

⚫ ２０２１年に取引先から価格交渉の依頼を受け、自社の提示額のとおり認められ、その後も毎年、声かけがあり労務費含むコスト
上昇分が満額認められている。

⚫ 最低賃金の上昇に合わせた労務費価格を転嫁してもらい、価格を値上げしてもらっている。

⚫ かつては交渉のテーブルにすら付いてくれなかった取引先が、取引先のサプライチェーン各社が赤字の状況であることを危惧し、
持続可能なサプライチェーンの構築を表明するようになった。その結果、各社の事情に沿ったアイテム数の絞り込みなどで製造
原価低減につなげるなど、利益向上につながるモデルを構築してくれた。

⚫ 取引先の申出で、従前の紙手形サイト６０日から現金払１００％に短縮され、自社の資金繰りが大幅に改善された。

価格転嫁・支払条件での良い事例

１－４－１．北陸地域における取引適正化に関する事例
（下請Gメンによるヒアリング事例）

⚫ 下請代金の支払いに際し、電子記録債権（でんさい）の発行手数料が下請代金から控除されているため、控除しないよう依頼を
行ったが、社内システムの変更ができないとの理由で断られた。

⚫ 原材料費高騰による単価改定を公開情報等の一般的な資料を使って求めたところ、取引先からは断られてしまった。詳細な原価
計算管理資料により相当な手間と時間をかけて作成したエビデンスによりやっと価格改定を実現できた。

⚫ VA・VEに取り組み、従来の製造方法から比べ性能が良いものへの提案を行い、コストダウンと品質アップの両面が図られたにも
かかわらず、以前よりも安い単価での価格改定がなされ、コスト削減が取引対価の低減だけになってしまった。

価格転嫁・支払条件での悪い事例
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⚫ ２，３年前までは価格協議については、競合との比較において安価にするように言われ、受け入れない雰囲気があったが、現在
は価格アップの申し入れについて、自社の申し入れが満額受け入れられている。

⚫ 従来ファクタリング決済で取引していたが、取引先からの申出により月末締め翌月末の現金払いに変更してもらった。さらに振込
手数料についても自社負担から先方負担となった。

⚫ 今まで実施されなかった価格交渉が認められほぼ満額で合意され、価格転嫁も10割であった。

⚫ 最終ユーザーに指定された価格転嫁申請フォーマットについて、取引先は自社と一緒に記入内容を検討し、最終ユーザーに承
認されるまで粘り強く交渉してくれた。

⚫ 取引先からの自主的な申し出により振込手数料が先方負担となり、また１年間分の手数料が遡って支払われた。

価格転嫁・支払条件での良い事例

１－４－２．東海地域における取引適正化に関する事例
（下請Gメンによるヒアリング事例）

⚫ 価格改定要望をしても、「少し待って」と先延ばしされ、交渉時も自社では作成困難な詳細エビデンスの提示を求める等、交渉に後
ろ向きである。

⚫ 自社から価格交渉を申入れしてエビデンスの提出要請にも対応したが、約１年間、書面による回答がなく、交渉に応じてもらえて
いない。また、補給品対応についても、量産時の価格がそのまま据え置かれている。

⚫ 数値が明確な材料費上昇分についても満額の転嫁は認めてもらえておらず、工具や労務費上昇している中、加工賃の上昇につ
いては0%の転嫁であり、全体として30%以下の転嫁となっている。

価格転嫁・支払条件での悪い事例
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１－５－１．官公需（※）における価格交渉・価格転嫁の状況

• 官公需の回答数は7,193件に増加（前回5,593件）。価格転嫁率は、52.1％（前回52.3％）。

• なお、官公需全体では「入札により価格決定している」割合が約９割（官公需以外では、約１割）。

• 「価格交渉が行われた」割合は、約９割（前回89.3％→89.5％）。

直近６か月間における価格交渉の状況

※ 「官公需」とは、国や地⽅公共団体等が、物品購入・役務の提供依頼・工事の発注を行うこと。

転嫁率【コスト全額】

52.1％

直近６か月間における価格転嫁の状況

※「価格交渉不要」、「価格転嫁不要」の回答を除いた分布。

①
発注企業から、交渉の申し入れがあり、
価格交渉が行われた。

②
受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が行われた。

③
コストが上昇し、発注企業から申し入れが
あったが、発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。

④
コストが上昇したが、発注企業から申し入れ
がなく、発注減少や取引停止を恐れ、
交渉を申し出なかった。

⑤
コストが上昇し、発注企業から申し入れがな
く、受注企業から交渉を申し出たが、
応じてもらえなかった。

①10割

②9割、8割、7割

③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤０割

⑥マイナス
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2025年9月
フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）



１－５－２．地方では、公的需要が地域経済に占める割合が高い

12

⚫ 官公需など公需は、GDPの１／４を占める。地方ほどその割合は大きく、地域経済に与える影響も大きい。
⚫ 物価上昇を上回る賃上げの実現に向けて、国（地方支分部局、独法、国立大学法人等を含む）・地方公共団体が

率先垂範し、官公需における価格転嫁を徹底していく。

新資本実現会議
資料を一部修正

25.0%
25.3%
27.0%
27.0%
28.5%
29.0%
29.1%
29.4%
29.5%
29.7%
30.0%
30.6%
30.7%
30.9%
31.1%
31.1%
31.2%
32.1%
33.9%
35.2%
35.8%
37.5%

42.4%
26.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

山梨県
石川県
愛媛県
山形県
佐賀県
宮崎県
北海道
熊本県
福井県

和歌山県
青森県
大分県
福島県
長崎県
奈良県
岩手県

鹿児島県
徳島県
島根県
秋田県
鳥取県
沖縄県
高知県
全国

9.5%
13.8%
16.9%
17.1%
17.4%
17.5%
17.9%
17.9%
18.2%
19.2%
20.0%
20.3%
20.7%
20.7%
21.4%
21.5%
21.8%
22.4%
22.6%
23.4%
23.4%
23.5%
23.8%
24.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

東京都
愛知県
静岡県
栃木県
茨城県
群馬県
滋賀県
大阪府

神奈川県
三重県
京都府
兵庫県
富山県
千葉県
広島県
埼玉県
山口県
岡山県
岐阜県
香川県
宮城県
福岡県
新潟県
長野県

※赤は公的需要対GDP比が30％以上の
都道府県。

公的需要が都道府県GDPに占める割合（2021年度）
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１－５－３．官公需における価格転嫁・取引適正化

発注の改
善

発注後の対応

• 国・独立行政法人等の低入札価格調査制度の適切な運用、工事以外の請負契約への拡大。

• 地方自治体における低入札価格調査制度・最低制限価格制度の工事関係での速やかな導入徹底
と工事契約以外への導入拡大。総務省による実態調査の公表、通知。

• 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の設定基準（現在は概ね60％）について、業種毎の
適正水準の検証・見直し。

• 予定価格が最低賃金やエネルギー代金の上昇に対応できるよう、必要な予算の確保や「重点支
援地方交付金」の活用。

＜参考：業界ごとの取組例＞

• 第3次担い手三法※の改正によるスライド条項の活用、受注者からの申出に対する誠実協議の義務化（国土交通省）
※公共工事品確法、建築業法、公共工事適正化法

• ビルメンテナンス業に係る発注事務ガイドラインを労務費指針等を踏まえ改定（厚労省）

• 官公需印刷物の入札・契約に関する実態調査、配慮依頼の通知（総務省・経産省）

• 一般廃棄物処理業務の価格転嫁に関する通知、実態調査及び結果通知（環境省）

• 警備業における顧客との交渉における好事例集の作成・周知（全国警備業協会）

• 「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改定」等の対応の徹底。

• 最低賃金等の上昇に対応できるよう、必要な予算の確保や「重点支援地方交付金」の活用。

• 価格交渉促進月間FU調査の官公需リスト公表（中企庁）、地方自治体へ結果通知（総務省）

横断的取組 • 「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」及び措置状況調査の結果公表（中企庁）

• 全自治体における官公需相談窓口の設置（下請かけこみ寺とも連携）（総務省）

• 総合経済対策（令和7年11月21日閣議決定）に基づき、関係省庁一丸となって強力に実行する。



業所管省庁

受注者

発注者
中小企業庁

経営陣

調達部門

・フォローアップ調査
発注者による対応や回答について
・アンケート調査
・取引調査員によるヒアリング調査

・改善の指示 ※回答が発注側企
業に知られないよ
う、匿名性の確保
を徹底し集計

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加

⚫ 中小企業の賃上げ実現の鍵となる価格交渉、価格転嫁を経済界全体で促すため、毎年３月と９月を「価格交渉促進月間」と設定し、
経済界に周知・依頼。

⇒ 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉、価格転嫁それぞれの実施状況について、中小企業に対して「アンケート調査
（30万社）、取引調査員によるヒアリング」を実施し、結果を取りまとめ。

⇒ 業界ごとの取組状況や、社名公表等により経営陣にも関与させ、取引⽅針の改善に繋げて来た。

⚫ 2021(R3)年９月に開始。 今年９月には、９回目の「価格交渉促進月間」を実施。

・価格交渉促進月間
の積極周知・広報
（毎年９月、３月）

・発注者リストの公表
・指導・助言の実施

（参考）「価格交渉促進月間」における取組

14
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（参考）2025年９月価格交渉促進月間フォローアップ調査の概要
2025年9月

フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）
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（参考）価格交渉の状況
2025年9月

フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）



17

（参考）価格転嫁の状況①【コスト全般】
2025年9月

フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）
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（参考）価格転嫁の状況②【コスト要素別】
2025年9月

フォローアップ調査結果
（2025年11月28日発表）



１．取引適正化のための施策

２．稼ぐ力の強化に向けた支援策

目次
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労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化
⚫ 労働供給制約をはじめ物価高、米国関税など厳しい経営環境において賃上げを実現するため、今後、「労働供給制約社会の
中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略（仮称）」の検討に着手する。

⚫ こうした考え⽅を先取りして、今般の経済対策において、企業の事業規模・成長ステージにあわせた支援を実施していく。

中小企業を巡る厳しい経営環境

事業規模・成長ステージに合わせた支援が必要

✓ 2026年１月施行の中小受託取引適正化
法・受託中小企業振興法の周知徹底と厳
正な執行

✓ 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交
渉促進月間フォローアップ調査等による
発注者への指導等の徹底

✓ 国・地方自治体から民間への請負契約等
の単価の見直し

官公需も含めた価格転嫁・
取引適正化の更なる徹底

伴走支援体制の強化・金融支援 等

■プッシュ型による伴走支援の体制強化等
✓ 支援機関（よろず支援拠点、商工会・商工会議所等）の体制強化
✓ 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
✓ 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

事業承継・Ｍ＆Ａによる
事業再編

✓ 設備投資や専門家活用等への支援を通じ
た円滑な事業承継・M&Aの推進

✓ 金融機関等との連携による事業承継・引
継ぎ支援センターの体制強化やM&Aア
ドバイザーに係る資格制度の創設等の施
策を盛りこんだ「中小M&A市場改革プ
ラン」の推進

■飛躍的な成長を目指す事業者
（スケールアップ型）への支援

✓ 100億企業や中堅企業の創出をはじめとした、
地域経済を牽引する成長志向型の企業創出に
向けた財政支援、金融支援等の抜本強化

成長支援・生産性向上

■持続的発展を目指す事業者
（パワーアップ型）への支援

✓ 生産性向上に資する設備投資、新事業進出、
販路開拓の推進

✓ 業種別の「省力化投資促進プラン」を踏まえ
たデジタル化・省力化投資の推進

■金融支援の抜本強化
✓ 信用保証制度におけるメニューの新設、活用促進
✓ 中小企業活性化協議会の体制の強化 等

✓ 日本公庫による資金繰り支援の拡充

■重点支援交付金との連携強化

物価高（仕入れ・原材料コスト増等） 米国関税影響

労働供給制約
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【キュポラ式】※コークスを使用 【誘導加熱式】※電気を使用

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業場全体の設備・設計を見直し。３年で37.1％の省
エネを実現予定。

【平釜】 【立釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利用

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への更新を補助

• 補助率：1/2 等

• 補助上限額：３億円 等

※水素対応設備への改造等を補助対象に追加

（Ⅰ）
工場・
事業場型

• 工場・事業場全体で大幅な省エネを図る取組みに対して補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大） 等

• 補助上限額：15億円 等

※サプライチェーン連携枠を創設

（Ⅲ）
設備
単位型

• リストから選択する機器への更新を補助

• 補助率：1/3 等

• 補助上限額：１億円 等

※トップ性能枠では、新設も対象に追加（GXⅢ類型創設）

（Ⅳ）
EMS型

• EMS（エネルギーマネジメントシステム）の導入を補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大）

• 補助上限額：１億円

【見える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

省エネ・非化石転換補助金

⚫ エネルギーコスト高対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、工場全体の省エネ（Ⅰ）、製造プロセスの電化・
燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジメントシステムの導入（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後
押し。

⚫ 令和７年度補正より、GXⅢ類型を創設するとともに、サプライチェーンで連携した取組等への支援を強化する。
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【国庫債務負担行為含め総額 2,450億円】
※令和７年度補正予算案額：675億円



よろず支援拠点
全国４７都道府県に設置。専門家約1000人

「生産性向上を支援するセンター」の新設
生産性向上支援サポーターによる伴走支援

価格転嫁サポート窓口

中小企業活性化協議会
全国４７都道府県に設置。 相談員約450人

「早期経営改善計画」策定支援、協議会の体制強化

事業承継・引継ぎ支援センター
全国４７都道府県に設置 相談員約700人

「事業承継計画」策定支援・センターの体制強化

【かかりつけ医】

税理士等による
認定経営革新等支援機関

（約35,000者）

商工会・商工会議所等
（経営指導員約7,500人）

各金融機関 等
（地銀、信金、信組等）

• 賃上げを実現しようとする事業者に対して、１） 「かかりつけ医」である金融機関、支援機関側の積極的な働きかけに
より（プッシュ型）稼ぐ力を高める方法について、気づきの機会を提供し、２）「専門医」による寄り添った支援（伴
走支援）を拡大。

徹底した伴走支援を通じた生産性向上・省力化投資等の抜本強化

商工会・商工会議所
年間406万件の経営指導の中で実施。

経営指導員約7,500人
経営指導員、外部専門家の経営相談体制強化

売上増

売上増

原価を簡単に計算で
きるツールに加え、
省力化の「デジタル
支援ツール」を新た
に開発し、プッシュ
型で働きかけ

賃上げを支援する機関のネットワーク

寄り添った
支援
  ＜伴走支援＞

相談案件の
つなぎ

中小企業・小規模事業者

【専門医】

積極的な働きかけによる
気づきの提供と相談対応

＜プッシュ型＞

【主な支援策】

⚫生産性革命推進事業
・IT導入補助金
・持続化補助金 等

⚫省力化投資促進事業
⚫事業環境変化対応型
支援事業

⚫公庫等による金融支援
⚫取引適正化の徹底 等

業種毎の
生産性向上

価格転嫁

再生
再チャレンジ

事業承継

特設HP等を通じた
気づきの機会の提供

⚫経営改善計画策定
支援事業
（405/Vアップ事業）

⚫ 中小企業活性化・事業
承継総合支援事業

⚫事業承継・M&A
補助金
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重点支援地方交付金・推奨事業メニュー



新潟県新潟市 地方公共団体発注の公共調達における価格転嫁の推進（公共調達）

事業目的：
物価高騰において賃上げ環境を整備するため、当自治体の公共調達におい

て労務費を含めた価格転嫁を促進する。

事業概要：
物価高騰による原材料費等の価格上昇に対応するため、長期継続契約にて

委託を実施している公共調達について年度途中で物価高騰に対応する形で労
務費を含めた価格転嫁を実施。（清掃事業者、学校給食の調達等）

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
約56,000千円

執行スキーム：

価格転嫁の推進

33

新潟県新潟市 委託事業者

関連する主な国の支援策等：
・よろず支援拠点 価格転嫁サポート窓口
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・パートナーシップ構築宣言
・価格交渉促進月間

北海道清里町 地方公共団体発注の公共調達における価格転嫁の促進（公共調達）

事業目的：
物価高騰において賃上げ環境を整備するため、当自治体の公共調達におい

て労務費を含めた価格転嫁を促進する。

事業概要：
物価高騰による原材料費等の価格上昇に対応するため、公共調達について

年度途中で物価高騰に対応する形で労務費を含めた価格転嫁を実施。
（公共施設運営費等）

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年3月

事業予算額：
約28,750千円（一部充当）

執行スキーム：

価格転嫁の推進

北海道清里町 委託事業者

関連する主な国の支援策等：
・よろず支援拠点 価格転嫁サポート窓口
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・パートナーシップ構築宣言
・価格交渉促進月間

重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例
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重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例

大分県 大分県省力化・生産性向上支援補助金

事業目的：
物価上昇の中で生産性を向上させ賃金を引上げる中小企業等を支援するた

め、奨励金の支給を行う。

事業概要：
国の省力化投資補助金(カタログ注文型)やＩＴ導入補助金（インボイス枠

インボイス対応類型）を活用して省力化や生産性向上に取り組む中小企業・
小規模事業者等の負担を軽減しDＸ投資を促進するため、事業実施主体が要す
る経費に対し、補助金を交付。

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
64,000千円

執行スキーム：

省力化・生産性向上支援

大分県 補助金事務局 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・ＩＴ導入補助金、ものづくり補助金、持続化補助金
・新事業進出補助金（中小企業新事業進出促進事業）
・省力化投資補助金（中小企業省力化投資促進事業）

埼玉県草加市 事業者伴走型創業・再展開支援強化事業

事業目的：
物価高騰に直面する事業者等の経営体力の維持・強化を図る。

事業概要： 
商工会議所の相談員を増員し、専門人材による伴走支援体制を構築。事業

者の経営体力の維持・強化を図るため、企業に寄り添いながら、事業者の創
業、再展開期や事業承継等の事業活動を支援する。

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年2月

事業予算額：
13,000千円

執行スキーム：

伴走支援の強化

埼玉県草加市 草加商工会議所

関連する主な国の支援策等：
・商工会・商工会議所 巡回指導・窓口相談支援
（事業環境変化対応型支援事業 ）

・よろず支援拠点 専門家による相談対応・伴走支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・地方公共団体による小規模事業者支援推進事業（自治体連携型補助金）
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重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例

神奈川県川崎市 信用保証料補助金

事業目的：
物価高騰等による影響を受けている中小企業者等の資金繰りの円滑化を図

るとともに、金融機関が伴走型での支援を実施することにより、経営の安定
や収益力の改善を図る。

事業概要：
市融資制度の「伴走支援型経営改善資金」「伴走支援型経営力強化資金」

の信用保証料を補助。

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年1月

事業予算額：
約162,000千円

執行スキーム：

金融支援

神奈川県川崎市 川崎市信用保証協会

関連する主な国の支援策等：
・経営改善サポート保証（中小企業信用補完制度関連補助事業）
・協調支援型特別保証（同上）等

長野県 中小企業経営構造転換促進事業

事業目的：
引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進し、

昨今の社会経済変化への対応や競争力強化への取組を支援する。

事業概要：
原材料価格等の高騰により厳しい経営状況にある県内中小企業の競争力を

強化するため、国の生産性革命補助事業への県単独の上乗せ補助を拡充（補
助対象枠・採択可能件数の拡充）

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
約170,000千円

執行スキーム：

経営構造転換の促進

長野県（現地機関） 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、持続化補助金
・新事業進出補助金（中小企業新事業進出促進事業）
・省力化投資補助金（中小企業省力化投資促進事業）
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佐賀県 佐賀型賃金upプロジェクト 中小企業生産性向上支援補助金

事業目的：
原材料やエネルギー価格の高騰、人材不足など厳しい経営環境の中で、県

内中小企業の生産性向上を図るために実施される補助制度。デジタル技術を
活用した業務改善や、生産効率の向上、新商品の開発、販路拡大など幅広い
取り組みを支援することで、企業の収益力向上に寄与。

事業概要：
①～③の全ての項目を満たす事業者に対して、設備投資等に要する費用の

３分の２を補助（上限あり）。
①令和5年10月15日から令和7年11月30日までに、事業場内最低賃金を5%
以上引き上げ、引上げに伴う賃金を支給していること。

②令和6年10月17日までに事業場内最低賃金を956円以上にしていること。
③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金を下回っていないこと。

事業予算額：
約250,000千円
※令和７年９月補正予算で実施。

執行スキーム：

最低賃金引上げへの対応

佐賀県 補助対象事業者

群馬県 ぐんま賃上げ促進支援金

事業目的：
物価上昇を上回る賃上げを実現することに加え、県内中小企業の稼ぐ力の

強化や生産性向上を支援し、継続的な全国トップクラスの賃上げを目指す。

事業概要：
従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合、一人当たり３万円又は5万円の

支援金を支給する。支給対象は、パートナーシップ構築宣言を要件化。

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
2,700,000千円

執行スキーム：

一定額以上の賃上げに向けた取組支援

群馬県 補助金事務局 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・パートナーシップ構築宣言
・商工会・商工会議所 巡回指導・窓口相談支援
（事業環境変化対応型支援事業 ）

・よろず支援拠点 専門家による相談対応・伴走支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例
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参考（補助金活用事例）
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大規模成長投資補助金の概要

出典：「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 第４次公募 概要資料」（中堅・中小成長投資補助金事務局） https://seichotoushi-hojo.jp/download/

※令和7年度当初予算

https://seichotoushi-hojo.jp/download/
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大規模成長投資補助金の活用事例（石川県）

出典：中堅・中小成長投資補助金事務局HP https://seichotoushi-hojo.jp/assets/pdf/koufu_3_4ji/outline_15.pdf

https://seichotoushi-hojo.jp/assets/pdf/koufu_3_4ji/outline_15.pdf
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大規模成長投資補助金の活用事例（石川県）

出典：中堅・中小成長投資補助金事務局HP https://seichotoushi-hojo.jp/assets/pdf/koufu_3_4ji/outline_15.pdf

https://seichotoushi-hojo.jp/assets/pdf/koufu_3_4ji/outline_15.pdf
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